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奈良県地域医療等対策協議会 産婦人科・周産期部会

議事概要

日時：平成２０年６月６日（金）

午後３時～

場所：奈良県立医科大学

厳橿会館 ３階大ホール

事務局： それでは、定刻となりましたので、ただいまから奈良県地域医療等対

策協議会第１回産婦人科・周産期医療部会を開催させていただきます。

皆様方におかれましては、大変お忙しいところ、本日の会議に御出席を

いただきまして、ありがとうございます。

それでは、会議に先立ちまして、奈良県地域医療等対策協議会の会長

の吉田先生からごあいさつをお願いいたします。

吉田会長： 失礼します。吉田でございます。

本日は皆さん、大変お忙しいところ、お集まりいただきまして、本当に

ありがとうございます。私、３月末まで奈良県立医科大学学長をしてお

り、そういう関係で県知事から、奈良県地域医療等対策協議会の会長の

依頼がございまして、お引き受けしたようなわけでございます。

私は、よく昨今言われます医療崩壊であるとか、病院破綻、あるいは

病院の統合とか、ネガティブなことばかりが言われますが、医療や教育

は、そう簡単に崩壊すると困るわけです。しかし奈良県においても、日

本全体でもいろいろな問題があることは事実です。その問題は、それぞ

れ大変な解決困難な問題も多いように思います。

例えば私、この５月の連休に聖路加の日野原先生とボストンに行った

際、ニューイングランドの医療事情を調査をする目的で行きましたが、

医師不足、医師の偏在、看護師の偏在というのは、これはグローバルに

見られている現象のように思います。例えば産科医とかメジャーの外科

等に進む若い医師、学生が減っている、これはハーバード大学の医学部

においてすら、そういう傾向にあるということをはっきり言っておりま

した。これはやはりグローバルな問題であろうかと思います。若い人た

ちは自分のライフスタイルに関しての考え方がいろいろ変わってきてい

るという顕然たる事実がありまして、その問題まで取り組んでやろうと

いうのは、これはなかなかできることではないと思います。しかし、そ

ういう事実があるということは間違いないということをちゃんと認識し

た上で、では、今、我々が抱えている問題をどういうふうに解決してい

くのか、そういったことを御議論いただければ大変ありがたいと思って
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おります。

ただ、協議会、あるいは部会を進めていただく上でお願いしたいとい

うことが幾つかございます。一つは、純粋に、この奈良県の医療をよく

するという、方向、気持ちを皆さんお持ちでございましょうけれども、

純粋にそれを持っていただきたい。したがって、ここでいろんな御意見

をたくさん賜りたいと思いますけれども、それぞれの皆さん方お集まり

いただいておりますが、それぞれの団体の代表でいらっしゃっていると

いうよりは、むしろ、この方面での見識者、学識者として御出席いただ

いているということ、そういう傾向が強いということをお考えいただき

たい。したがって、自分の団体の利益等を目的としたような発言は、や

っぱりこの場所では申すまでもないことでございます。この会におきま

しては、現場の情報を調べて、十分に調べ尽くして、そしてそのデータ

に基づいて検討を行うということも方針の一つにしております。今まで

小林教授を中心に、いろいろな面で奈良県の産婦人科の対策、産科、婦

人科、あるいは周産期における課題についての御検討を進めてきていた

だいておりますけれども、この協議会におきまして、さらに部会的な解

決策を見出すように進めていただければ、大変ありがたいと思っており

ます。

どうもまとまりのないごあいさつで恐縮でありますが、どうぞよろし

くお願いします。

事務局： 資料確認

取材・傍聴の了承

委員の紹介

会議の議長を部会長が行う件について確認

小林部会長： それでは、本日、一応５時まで会議を予定しているということで

すので、早速、議題に入らせていただきたいと思います。

その前に、今回の、いわゆる産婦人科周産期医療部会という新たな名

前でスタートするわけですけれども、この部会の位置づけを、すみませ

んが、事務局の方からもう一度、皆さんの意識を統一させるために、御

説明願いますでしょうか。

事務局： 地域医療等対策協議会の設立趣旨につきましては、先ほど吉田会長の

方から御説明いただいたとおりでございますが、その中で、特に大きな

課題とされております産婦人科周産期医療の提供体制整備につきまして、

今後の方向性、それから今、なすべきこと、できることにつきまして御

議論をいただくために、この部会が設置されております。この部会につ

きましては、奈良県で今年度中に策定することとなっております地域保
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健医療計画の産婦人科周産期医療に関する審議ということもございます

が、奈良県が抱えております問題、特に昨年に起こりました妊婦搬送事

案を踏まえて行われました調査委員会での分析などのフォローをいたし

まして、今後の体制整備のためのなすべきことを具体的に御議論をいた

だきたいと思っております。あわせまして、先ほど御説明いたしました、

今後の周産期医療体制のあるべき姿を奈良県周産期協議会としての立場

からも御議論をちょうだいしたいと思っております。

スケジュール的なことを申し上げますと、今回、第１回の部会を開か

せていただきまして、今後、数回の部会を経て、２１年度予算にも反映

するような形で、アウトプットを出していければと思っておりますので、

来年度するべきことにつきましては、ある程度、秋口までに何らかの見

通しを得られればと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。

小林部会長： そうしますと、県の周産期医療協議会と似たような名前がたくさ

んありまして、私もちょっと混乱しますけれども、奈良県の周産期医療

協議会と並列、同じものという位置づけでよろしいですね。そうします

と、昨年の８月７日に、県の医療審議会で産婦人科医療部会を開催して

いますけれども、それが３回開催しまして、その後に調査会が入りまし

たので、それも途切れてしまったんですけれども、その継続という意味

合いでよろしいですね。

事 務 局： はい。

小林部会長： そうすると、昨年の８月の先生方に配付しました議事録は、その

まま生きているわけですね、その内容は。それをベースにして審議をす

るという、そういうことでよろしいでしょうか。

事 務 局： はい。

小林部会長： はい、わかりました。

先生方、じっくり第３回の議事録を読んでください。非常に大事なこ

とが書いてありますので。各病院の役割分担も明記されております。何

週以降はどこどこの病院が受け持つとかですね、それが書いてあります

ので、ぜひそれをベースにした上でディスカッションしていきたいと思

います。

吉田会長： 今の説明で、部会長が聞かれたのは、今まで何回か開催している

会議とこの部会との関連はどうかということをはっきりおっしゃってほ

しいということを言われた。それは並列ですか、ちょっと並列の問題に

してはおかしいなと思って聞いてたんで、そこはっきりさせておいたほ

うがいいんではないですか。
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事 務 局： 昨年までのこういった部会での議論を踏襲していただきまして、

より具体的なアウトプットを求めていくという形で開催していただけれ

ばありがたいと思っております。

小林部会長： そうしますと、医療審議会はもうなくなったわけですね。

事 務 局： はい。

小林部会長： わかりました。

それでは、じゃあ、私の方から議事に入らせていただきます。

資料が少し厚いので、サマリーを事務局の方から説明していただけま

すでしょうか。

事 務 局：資料説明

小林部会長： どうもありがとうございました。

ただいま事務局から御説明がございましたけれども、何か御質問、

それから御意見ございましたら、よろしくお願いします。

前回の協議会のところで、ちょっと話題になりまして、資料４です

か、４ページをちょっと見ていただきたいと思います。医療機関での分

娩数と出生届の数との関係です。下から、これ合計というのは、１万

２，２４４人からずっと横に年度別に並んでいます。例えば平成１８年

を見ますと、１万２，０６４人という数字になっている。さらにその下

に県内出生数が１万１，４７６人となっている。その下が年間受け入れ

可能数です。平成１８年なのですが、前回といいますか３回目のときに、

出生数と実際に病院で県内で生まれた数が一致しないじゃないかという

ことで調べていただきましたけれども、ほとんど差はなさそうな気がし

ます。例えば奈良県でも、北部の方はおそらく京都の方から奈良県で出

産する方がいる一方、中南和で和歌山の方へ出産に行かれるという方も

多分いらっしゃいますので、その辺でプラスマイナスほとんどゼロとな

るのかなという気がします。平岡先生の方から、この辺いろいろ御指摘

あったんですけれども、よろしいでしょうか。

平岡委員： ですから、この前も申し上げましたように、医療機関での分娩数

でやっぱり議論していただきたいというふうなお願いをしたわけです。

出生届の合計ではなくて。

小林部会長： そうしますと、平成１８年のところを見ていただければ、その合

計１万２，０６４人、出生数が１万１，４７６人、年間受け入れ数が１

万３，０００人ということで、まだ多少は余裕があると見ていいのでし

ょうか。

平岡委員： それ私、反対です。１万３，４００というのは過剰な数字だと思

ってます。県庁の方は、これはしっかりしていただきたいと思います。
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小林部会長： この数字の根拠は、これはアンケートじゃなかったですか。

事 務 局： はい。各医療機関から提出してもらっております。

小林部会長： 医療機関がこれだけできるということを単純に足し算したわけで

すね。

事 務 局： はい。ただ、実際その後分娩取扱を休止している施設もあるとい

うこともございますので、参考ということでお願いします。

平岡委員： それだけではないと思います。どれだけ頑張れるかというふうな

ことを言ってみただけで、書いただけですけど。本当に頑張れるのかと

いう、これがちゃんと把握できていないと思います。ですから、この数

字は信用はできないと思います。

小林部会長： という御意見ですが、ほかの委員の先生方、いかがでしょう。逆

に、どのような形で調べたら余裕があるかないかということがわかりま

すか。ちょっと私の頭の中には、その病院の実態を把握した上での部長

先生のアンケートととしか、とりようがない気がするんですけれども。

いかがでしょう。

平岡委員： このままの数字を主として信用すれば、奈良県は十分余裕がある

というふうに、だれだって見てしまいますね。それでよいのですか。

事 務 局： また状況は変わっていると思いますので、再度、各医療機関さん

の方に調査をさせていただいてもいいとは思っておりますのでよろしく

お願いします。

小林部会長： 分娩可能数の捉え方が、死ぬほど働いてできる数を可能数と捉え

ているのかそうではないのか、医療機関によって、それぞれとり方が違

うかもしれないという意見がありましたので、実際に病院でもう１回当

たってみましょうか。

松岡代理委員： こちらの方からお願いしたいのは、１年間の分娩可能数という

ことで、特別に例示をしてという、詳細なマニュアル的なものも、アン

ケートの具体的な記載も示してません。ですから、おそらく判断材料と

いうのは、それぞれの病院の中で若干とらえ方の違いもあって、今おっ

しゃるような考え方も全く否定はできないんじゃないかと思います。た

だ今回、協議会を立ち上げた中で、病院の機能実態調査というのを予定

しております。これは産科、分娩機能でありますとか、あるいは救急の

機能でありますとか。ですから、できるだけそうしたデータを今後、こ

の部会の中に下ろしていけるようにしていきたいというふうに思ってま

す。

以上です。

小林部会長： ありがとうございました。
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実態調査をしながらということにしましょうか。この次でいいですか。

それから、ちょっと補足いたします。資料６ですけれども、これはあ

くまでも情報システムを利用した患者数。ですから、直接連絡があって

受けたものは全然入ってないですね。

事 務 局： システムを通ってない、ほかの病院さんから直接近大さんの方に

お願いしたとかいうふうなケースは、現状ではシステムの統計の方には

出てこないので載っていない部分もあります。ただ、医大を経由して近

大さんの方にお願いしたという形のものは載っております。

小林部会長： 大学だと例年２００人弱とか、そのくらいだったですよね。数字

的には、私は少ないかなという気はしますけれども、比率でいくと、そ

の県外搬送が２２．５％ということで、少なくともだんだん下がっては

きていると思います。３年前だと確か４５％ありましたから、それに比

べると３０を切って２５になって去年が２２．５％ですので、ハードが

整備されていない状況でも、これだけ少し減っているので、今後どうな

るかということですね。

それから、資料８に関して、新生児の搬送に関しては、ほぼ１００

％近く県内でされているということになります。

それから、資料９を見ますと、一次救急、かなり救急車利用されてま

すね。例えば１１４人の患者さんのうち救急車を利用した患者さんが３

６人ですから４人に１人くらいですね。受診した患者さんの病名という

のは今はわからないですけれどもこのデータもほしいです。なぜこれだ

け救急車を使っているかという理由が知りたい。今、ちょっと事務局の

方から私の方に、資料をいただきましたので。まあ、いろいろ病名あり

ますけどね。避妊具抜去で、なぜ救急車呼ぶことになったのかわかりま

せん。資料には個人の居住市町村や年齢とか書いてあります。しかし、

不必要な救急車の利用というのは、かなり多いような気がします。

それから、資料１０、１１、１２ですが、ちょっと見方が違います。

２月、３月、つまり１０ページと１１ページは１カ所でしか一次救急を

やっておりませんので、このような形になってますが、１２ページは４

月以降は北和と中南和で、まだ、中南和のところは、歯抜けになってま

すが、２カ所でやっているので、このような形で、資料の中に１カ月４

５日分と書いてあります。これは、北和の３０足す中南和の１５という

ことで４５日分になります。すべてカバーできれば６０になるわけです

ね。このような見方ですので、ちょっと数字がなかなかわかりにくいか

と思いますが、その辺、よろしくお願いします。

それから、資料１０の１３ページですけれども、この下の方に書いて
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ある大阪、京都、兵庫というのは、これ県外から来院しているというこ

とですね。里帰りや旅行に来ているとか、そういうケースもあるわけで

すね。

事務局： 例えば東大阪市、大阪市、八尾市の方につきましては、救急車で来院

という方患者さんがいます。この方々につきましては、おそらくその地

域に住んでおられる方が搬送されたということではないのかなと思いま

す。木津川市、相楽郡の患者さんにつきましても同様ではないかと思い

ます。ただ芦屋市、東京都、福岡県の患者さんにつきましては、里帰り、

もしくは旅行等で訪れておられる方であると推測されるかと思います。

小林部会長： わかりました。ありがとうございます。

それから最後ですけれども、２０ページのネットワークの構想、こ

れはあくまでも構想ですから、これがファイナルのものではないという

ことはわかるんですけれども、例えばほかに、右の方に保健所の中で、

周産期医療実施機関という中に医療機関として、近大奈良と天理よろず

と市立奈良病院、三つの病院の名前が入っていますが、これに対して、

それぞれの病院の先生方は何か御意見ございますか。基本的な考え方は、

これでよろしいですか。これでいくと、地域の周産期医療機関から直接

搬送というようなイメージにとらえられかねないんですが。

中島委員： 市立奈良病院の中島でございますが、今の座長、部会長からござ

いましたように、市立奈良病院の役割というのは、ＮＩＣＵの後方ベッ

ドというですね、後方ベッドというのは狭いのから広いのからいろいろ

ありますが。ですから、周辺の周産期医療機関から逆じゃないかと。こ

れは県の方にも以前から申し上げておることです。むしろ総合周産期母

子医療センターや地域周産期母子医療センターからうちの方へ下りてく

るのではないかと、そういうことですね。後は市立奈良病院というのは

一次ですね。ということですから、これはもう明らかに、ここはきっち

り、そういうふうに申し上げているところです。

小林部会長： ありがとうございます。

天理よろづさんの状況をお願いできますでしょうか。

林 委 員： 天理よろづの林です。

我々の病院は、皆さん御存じだと思うんですけれども、非常に若い

レジデントといいまして、若い研修医が常時４０人、５０人と育ちつつ

ある状態です。ですので、そのときそのときでマンパワーが非常に充実

しているときと、それと非常に危なっかしいときがありまして。ですか

ら、できるだけ我々としては、その周産期に関しまして、できるだけ協

力もしたいし、多少の重症も受け入れたいと考えておるところでござい
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ます。ですけれども、やっぱり周産期の重症を受け入れるとなりますと、

産婦人科だけじゃなくて、小児科の充実、麻酔科の充実、あるいはその

他の内科的な充実が必要になります。ですから、そのときそのときで受

け入れるときと受け入れにくいときがありますので、まず御相談いただ

ければ、御連絡いただければ、できるだけ協力をしたいと、そういうふ

うに考えているところです。これから我々の病院は、若いドクターが非

常に多いですので、これから徐々に育ちつつありますし、皆さんの御期

待にそえる時期が必ず来ると思っております。産婦人科の希望者も毎年

のようにおりまして、順調に増えていっている途中です。

以上です。

小林部会長： ありがとうございます。

それでは、小畑先生欠席ですが、近畿大学奈良病院の状況はいかがで

しょうか。

樋口委員： 近大の小児科の樋口です。

この位置づけなんですけれども、実際、地域の産科の方から受け入

れることもありますので、別にこれを否定するつもりはないんですが、

実質の絶対数というのはすごい少ないので、載るほどのことはできてな

いかなと。年間数例程度だと思います。ここで既に矢印が全部書いてい

るんですが、すみません、うちから重症を全部、奈良県立医大に送らせ

ていただいてよろしいでしょうか。具体的に言うと、先天性の重症心疾

患とか小児外科とかを送るような、この矢印と考えてよろしいでしょう

かというのが、ちょっと気になったんですが。

小林部会長： あくまでも構想図ということで、今ちょっと確認をさせていただ

いておるんですけれども。

高橋委員： 心疾患と小児科疾患に関しては、やはり近畿大学とうちととれる

ように、心疾患はですね。それが動いて初めて収容できるので、すべて

奈良医大という形には思ってません。ただ、一応、満杯であれば受け入

れるということは考えますけれども、その辺はちょっと小児外科と心疾

患に関しては、県内で何とか３施設で対応していこうとしてますので、

相談とかそういうものに関しては、積極的に体制管理はとれるとは思い

ますけれども。

樋口委員： 私らも考えてましたので、矢印で決められてしまうと、これでい

いのかなと思ってしまう。

高橋委員： そうですね。全部が両矢印になっている状態ですね。確かに両方。

小林部会長： 基本的には両方ですね。双方向ということじゃないと、やっぱり

成り立たないと思いますし、今、市立奈良病院の位置づけというのは、
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先生方は、よく理解されていると思います。

前回の議事録を見ますと、やはり天理よろづ病院の方からは、例えば

ＮＩＣＵが必要としないような母体の管理、あるいは産褥の出血、そう

いうものに関しては積極的に受け入れてきたということが記載されてお

ります。それから、近大奈良の方からは、２６週以降であれば受け入れ

る、受け入れ可能という表現でございました。各病院の特殊性といいま

すか、それを十分有機的に連携するということが必要になってくると思

います。

それでは、質問がないようでしたら、各議題に移っていきたいと思う

んですけれども。まず、（１）の２番目ですか、総合周産期母子医療セン

ターの整備状況。これにつきましては、マスコミ等にも報道されており

ますし、この資料１の内容は、そのとおりで、特に何も質問することは

ないですか。よろしいでしょうか。

平岡委員： せっかく総合周産期センターが整備されたんですが、どのような

ベッド数かとか手術とか、これ全部、私はある程度わかりますが、委員

の方とか助産所の方とか、あるいはまして一般県民の方に、ちょっとし

た広報なさったらどうですかと思うんですけれども。なかなかわからな

いんですね。私は見てきましたし、医大の先生方も知っておりますから

聞いてますので、私はわかりますけどね。

小林部会長： それはＮＩＣＵ後方ベッド以外のことですか。

平岡委員： 医大の産科病棟が何床になったとか、あるいはどのように人員が

動いているのかとか、全然外からは見えてこないんです。

事 務 局： 医大で５月１３日に記者発表を行い、病床数で、医師数等につい

て小林先生、高橋先生にも、同席していただいて発表させていただいて

おります。また、病床数につきましては、県政だよりですとか、各マス

コミの方にも報道等させていただいておるところでございます。

平岡委員： 医師会とか、あるいは助産所の方に伝えて、それから利用の仕方

とか、もうちょっと丁寧なやり方もあるんじゃないかと思います。今の

ままでは、できたけれども、どうして相談したらいいのかわからないと

いう現実的な問題があります。その辺が非常に冷たいですね。

岡橋委員： すみません。今、平岡先生からも言っていただきましたけど、今

日、私ここへ寄せていただきましたら、県の方にはぜひとも、そこらあ

たりのシステムのこととか、本当に私たちは聞くという感じでしか耳に

入ってきませんので、その辺をきちんとお示しいただきたいなと。どう

いうふうにして、どう運んでいくか。ここには構想図が載ってますけれ

ども、そのあたりのことが全く見えてないので、私たちもそうですし、
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一般の方たちも一つも見えてないのではないかなというふうに思います

ので、お願いしたいと思います。

小林部会長： はい、わかりました。

今の御意見は、県民の方にも、奈良県のコーディネートとか、そのか

かりつけがある場合、ない場合、全部オープンにするということですか。

岡橋委員： そうですね。それから、一次救急に関して、もう全く、今ここで

見せていただいて、ああ、始まっているんだというのが。これは一体ど

こに載っていたのかなというのがありまして、どこの病院がどの曜日に

どこでやっておられるのか、全くわかってないんですね。それは広報と

かに載っているんですか。

事 務 局： はい。

岡橋委員： そうなんですか。どこにでしょうか。

事 務 局： 県のホームページに掲載しています。

岡橋委員： そこをきちんと見てないというのはあるのかもしれないですけれ

ども、救急車で運ばれる方はたくさんいらっしゃるというのも、その辺

の広報の仕方が、もう少し足りないのかなとか思ったりしながら、今、

こちらの資料を見せていただいておりました。

小林部会長： ありがとうございます。

かなり確かに、もうすべてオープンにして、わかりやすく情報提供し

なければなりませんね。例えば病棟の写真とか、実際に漫画を使って、

どういう形でそこへアクセスするのかというようなことが、確かに大事

だと思います。一方、前回も御議論があったのですが、例えばそういう

コーディネーターとかを全部オープンにしてしまうと、おそらく一般の

方が直接どんどん電話を入れてしまって、有機的に動かないんじゃない

かという心配も実はありまして、コーディネーターをオープンにしてな

いですね。あくまでもドクター同士のコミュニケーションに使っていた

だくということで、患者さんにオープンにしてしまうと、逆にやりにく

いような面も出てくるのかなという気がするのですが。確かに私たちは

毎日のようにホームページを見ているので、今日はどこでどういう方が、

一次輪番なのかなどいろんなことがわかるんですけれども、やっぱり一

般の方にどうやって情報提供するか、その辺もちょっと考えていかない

とだめですね。今までＭＦＩＣＵとＮＩＣＵに関する情報提供というの

は、確かに病棟の中で６床、１２床ふえたこと。ただ、ドクター何人、

看護師何人というのは、確かに報道されて、資料にもあります。一般病

床でどのくらいお産しているかとか、は載せてないですね、あの資料に

は。あくまでも総合周産期母子医療センターとしてのことしか、ちょっ
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と載せてない。ですから、言ってみればお産できる医大附属病院の施設

という形にして、その中には総合周産期母子医療センターと、普通のお

産ができるシステムがありますという２本立てで説明する方がわかりや

すいんのですかね。その辺いかがでしょう。正常分娩もやっているとい

うことは、おそらく皆さん、県民の皆さんも御存じだと思うんですけれ

ども、総合周産期母子医療センターとなってしまうと、正常分娩やって

ないのかなというふうに思われることがあるのでしょうか。他の大学病

院で聞きますと、やはり総合周産期母子医療センターとしか表示がない

ですね。そこに、例えば正常分娩とかセンターがあるとか、分けた表現

というのはあまりないと思いますけれども、先生、いかがですか。

高橋委員： 今の質問がちょっと僕もこんがらがっているんですけれども、そ

の産科の一次診療が県民に伝わっていないということなのか、今、この

できた総合周産期、どちらを。両方なんですね。前者に関してはホーム

ページで報じられている。一次輪番は。それはそこへアクセスするなり、

もっと広める方法を県がとるとかすれば、市民だよりとかそういうとこ

ろに広報すれば利用できるということですね。それはやはり県にしてい

ただかないと仕方ないですね。今、実際に診療をやっておられるところ

がわからないというのが問題なんで、やはり市民だよりとかのところに

一次輪番というか、そういうシステムを今後載せていっていただくと、

定期的に載せていっていただくという形にすれば解決できますね。

事 務 局： ２月から一次救急の制度を開始しております。開始する際に記者

発表を行い、各紙に記事が掲載されております。ただし、興味がある方

は、記事を見て知っておられると思いますが、知らない方というのもた

くさんおられると思います。このため、同時に各市町村と、消防、休日

診療所等に一次救急の輪番表というのを３か月分配付をしておりまして、

そちらの方からもわかるようなシステムにしております。また、４月か

ら、奈良県ホームページのトップページに、一次救急の産婦人科のシス

テムの方が充実しましたということについて広報しております、更に今

月６月号県政だよりに紹介ページを入れております。ただ、十分でない

点があるかもわからないんですけれども、一次救急の広報についてはで

きる限りのことを行っています。ただ、一次救急をやっていますという

だけでは、問題になっておりますコンビニ受診でありますとか、不必要

な受診を助長することになりかねないですので、受診の際には本当に必

要かどうか確かめていただいて、また同時に作成いたしましたマニュア

ル等も使っていただいた上で、必要な場合は一次救急を受けてください

という形で、実施の広報と利用の仕方を両方とも広報していかなければ
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ならないということもありますので、なかなか広報についてはみなさん

に満足していただける方法というのは難しいと感じております。

今後も、皆さんの御助言をいただき、機会があるたびに広報していき

たいと思っておりますので、また皆さん方につきましても、関係の方々

に広報をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

末原委員： 今回、奈良医大の方の総合周産期母子医療センターが整備されて、

非常に期待しております。奈良県として、今、ＮＩＣＵやＭＦＩＣＵが

幾つあり、総合周産期センターがどれだけ分担するというのを、位置づ

けをしていただいたら、よりわかりやすいんじゃないかと思います。と

いうのは、母体搬送は県外にも流れているけれども、新生児搬送はほと

んど受けていると言いますけれども、大阪でもＮＩＣＵが満床だから断

っているんです。以前、資料を見せてもらいましたが、ＮＩＣＵとして

は、大阪より出生数あたりは整備されていますが、この総合周産期母子

医療センターの整備が始まった平成８年に、ＮＩＣＵの必要数の元にな

った報告書には、出生数１，０００に対してＮＩＣＵが２必要という数

字が出ています。現在、我々はそれでは不足だと思っております。そど

れくらいＮＩＣＵが必要かは新生児の先生に資料を作っていただくよう

にお願いしております。我々の感覚では、今、２．９から３くらい要る

と思います。その理由は、早産、低体重児が助かっていって、それだけ

のベッドが必要と。多胎が２倍に増えている。胎児診断がされる。それ

から母体搬送するときは、新生児の呼吸器はフルセットそろわないと受

け入れてもらえません。特に多胎の場合はそうなってます。また、大き

な問題は、後方ベッド。長期入院時の後方ベッド、これはもう高橋先生

が常におっしゃっていると思いますけれども、そういうところも含めて、

絵をかいていただいて、その中で今回この部分を整備するというふうに

にしていただいたら、非常にわかりやすいんじゃないかと思います。

次に資料６、８ですが、これは奈良医大の情報センターと県立奈良病

院を経由したということですが、やはり奈良県での搬送数、主な病院か

らどのくらい救急を受けたという数字も出てこないと、次のプランが出

ないと思います。大阪で調べると、分娩数の９％くらい救急患者が発生

していますが、実際、他の病院へ運ぶのは２％くらいですね。残りの７

％というのはどうしているかというたら、その院内で、あるいは応援を

呼んでこなしているのです。その辺の苦労があるので、平岡先生がおっ

しゃるように特に救急を受ける病院が、これだけ多くの分娩数を取り

扱っているとしたらそれはちょっと問題があると思います。実際に救

急がどれくらい発生して、どれくらい院内で対処しているとかという
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資料が必要です。

資料の４の分娩数は非公開なんですか。これは、昨年の３月３０日

の医療機能情報公表制度の実施に伴い各医療機関から分娩も報告を受

けて県が公開することになりました。今度、医療計画を立てる際に、

分娩数に基づいて計画していただきたいと思います。

以上です。

小林部会長： ありがとうございました。

ここには非公開だけどデータは全部ありますからね。

事 務 局： この調査させていただいた時点では、各診療所さんの方に非公開

を前提として数字を出していただいたという経緯もございましたので、

こういう形にさせていただきました。今年から各医療機関の分娩件数を

公表する旨法律で規定されておりますので、次回の統計時には診療所分

についても情報提供させていただきます。

小林部会長： よろしくお願いします。

すみません。先ほどの一次輪番のことにちょっと戻りますけれども、

ある市町村の例を見ますと、毎日、一次輪番が新聞に載ってます。今日

は内科はどこ、外科はどこ、小児科はどこ、産婦人科はどこと。そうい

うやり方は非現実的でしょうか。今、コメントいただかなくて結構です

けれども。

平岡委員： 私、前、医療審議会のときにも申し上げたと思うんですけれども、

新聞に載せたらどうですかと。ホームページは見ません。県民だよりも

見ません、一般のふつうの皆さんは。ですから、それを考えていただき

たい。ただ、それを出してしまうと反対に、コンビニ受診的なものがふ

えるというのはわかります。

小林部会長： その辺どうでしょう、新聞がやはりわかりりやすいですね。一般

県民にとっては。ホームページをわざわざパソコンを開いて、今日はこ

こと見る人はまずいないと思います。県民だよりは見ても、どこかいっ

てしまったりします。

事 務 局： 県としまして、どういう方法が一番効果的かということは、こう

いう場での御意見を頂戴しまして検討していきたい。

平岡委員： 昨年に申し上げましたけどね、抜本対策をとっていただいてない

んです。それで今日こんなことを言っているわけです。私は兵庫県西宮

市では全部新聞に載ってますよ。一般紙に全部。今日は県立西宮病院と

か、個人の医院も今日産科してくれてますよ。そのようなことをする気

はおありかということを聞いたんですけれども、無視されました。

小林部会長： 例えば東京でバスに乗って、この前、事務局にはお話ししたんで
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すけれども、今、運転手さんってマイク使ってますよね。それで、運転

中にＢＧＭと一緒に繰返しアナウンスが流れるんです。この道は夜にな

るとひったくりが多いので、かばんはどっちかに持ちましょうとかね。

その中には、救急車は安易に呼ばないようにしましょうとか、常にそれ

が繰り返し流れているんですよ。そういうのはすごく効果があって、そ

れをやってかなり減っていると聞きます。例えば奈良交通とか近鉄を対

象に、社会貢献ということで企業を抱き込んで、県民に対するアピール

とアナウンスと一緒に兼ねて、さらに、それぞれの企業のコマーシャル

を入れてもいいと思うし、常に県民と接触できるような、方法を考える

というのも一つだと思います。ぜひ議事録に書いておいてください。

何か委員の先生方で、御意見、その件に関して、何かこういうアイ

デアがあるという方は、あれば本当に参考になるんですが。

潮田委員： 私、現実に輪番担当をさせてもらって、実は今日も輪番明けなん

ですけれども。今まで４月から４、５、６とやらせてもらってますけれ

ども、来られた方は２名なんですね。それで、１名の方はかかりつけの

内科の先生に電話されたら、内科の先生に、こういう制度があるのでと

いって調べてくださいと。で、うちへ電話がかかってきたと。１例は。

もう１例もかかりつけの先生に、産婦人科だったら輪番あるからと。だ

から、先生方の方がよく知っておられて、それで電話がかかってきて、

今から行きますからというので受診受けました。あと多いのは、もう電

話だけの方が非常に多いんです。電話相談ですね。とりあえず来てくだ

さいと。小児科の先生もよく言われるんですけれども、電話でいろいろ

症状を説明されるよりも、とりあえず連れて来てくださいと、小児輪番

の先生なんかよくおっしゃるんですけれども、そのとき連れて来てくだ

さいと言うと、お金がないと。これが非常に多いです。それで、行くの

に夜中ですので車がない。救急車を呼んでも、連れて来てくれますけれ

ども、帰りやっぱりタクシーを呼ばないといけないので、お金がないか

ら来れないというのが４件から５件ありました。それで、向こうから、

１件だけは次の日の朝から電車に乗って来られた方があって。それが現

実で、非常にこちらとしても、今までは地域の大体顔の知った方々が患

者で来られたんですけれども、輪番は全然見ず知らずで、久しぶりに非

常に緊張した当直をしておりますので。私の経験したことは以上でござ

います。

小林部会長： すみません、議長の不手際で、話がどんどんいろんなところへい

ってしまって、申しわけございません。ちょっと順番にいきたいと思い

ます。総合周産期母子医療センターの県民に対するアナウンスは、必要
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だと思いますので、ＭＦＩＣＵ及び後方ベッド、ＮＩＣＵ及びその後方

ベッド、プラス正常分娩ができるベッドのこととか、その点もやっぱり

アピールした方がいいと思います。これはハード面のアピールですから、

何もシステムとかソフト面の情報提供ではないので、実際こういう形で

のアナウンスはした方がいいかもしれませんね。確かに１回だけアピー

ルしても、忘れてしまいますね、人間はね。ですから、何度か繰り返す

情報提供をを考えると、新聞とかほかの媒体を使うということも考えた

いと思います。それと同じことが、この一次輪番でも言えると思います。

一次輪番でも、情報をもう少しわかりやすく提供しましょうというよう

な御意見が多いような気がいたします。この２点に関していかがでしょ

うか。先生方、ほかに御意見がございましたら。最終的には２、３回く

らいの会議で、ある程度よろしいですね。結論を出さないといけないと

思いますので。今の予定としても一次輪番は２カ所でいくということで

よろしいですね。予算のこともありますので。

事 務 局： 現状で２カ所できるように各先生にお願いしているところでござ

いますが、患者数の状況もあると思います。２か所が必要かどうか、消

防の方も入ってこられてますので、それも含めて、ちょっとできればこ

の協議会で協議もいただきたいなというふうには考えております。

赤崎委員： 一次輪番の委員をしておりますけれども、現実に診察も実施して

おりますけれども、定期的にその会議がございまして、やはり実施され

てからある程度期間がたってきておりまして、ここに数字が具体的にあ

がっておりますが、もっといろんな問題が起こっておりますので、それ

を検討して継続できるように努力している状況が今の委員会の目標であ

ります。そのいろんな問題というのは、詳細はちょっと今、伏せておき

ますけれども、やはり理想と現実のはざまの中で、実施する担当医がや

はり一番責任を負うわけですので。この前も未受診陣痛患い、妊婦の搬

送事例がありましたし、そういうようなことがあって、もしもトラブル

が起こりましたら、おそらく参加されないドクターがふえてくるだろう

と思いますので、さらに詳細検討をいたしまして、継続できるように、

いかにまず継続できるかということを県も、それから産婦人科医会も協

力し合ってというふうに、昨日ですけれども、そういうふうな話し合い

をしたところでございます。

小林部会長： 輪番に参加するときは、ドクターの方は、保険に入っているわけ

ですね。それ専用の保険に入るわけですね。

それから、今、先生が言われたのは、何かトラブルがあったときに訴

訟問題に発展するということですか。
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赤崎委員： いろんなことがありますので。

小林部会長： 言いにくいようなこともあるかもしれませんけれども。これおそ

らく奈良県だけではなくて、全国同じようなことが起こっているんでし

ょうね。そういう状況でありながらも、市町村が実施しているというの

が現実といえば現実だと思うんですけれども。なかなかオープンにしに

くいような事例があるようでしたら、個別に相談されて、やはり継続し

ていくということが大事なことだと思います。実際の運用面では県下で

１カ所でいいのかどうかという事も大事なことです。一次輪番は、１週

間に９コマと数えるんですよね。月、火、水、木、金と土、土、日、日

ですね。ですから１週間に９コマを２カ所で実施していくかどうかとい

うことも大事な検討事項の一つですね。予算措置とも関連しますので、

やっぱり２か所がいいのか、あるいは、この数を見たら１カ所でいいん

じゃないかとという議論もあるかもしれません。患者さんの利便性を考

えたら、やっぱり２カ所の方がいいんじゃないかなど、いろんな意見が

あると思うんですけれども。

末原委員： 病院を探すといいますか、前は何カ所も探していたというデー

タが出ていたような気がするんですけれども、輪番制が始まってから

そういうことは改善されたという理解をしてよろしいんですか。

赤崎委員： 一次で対処できない方に対しましては。

末原委員： 一次の方です。

赤崎委員： 二次、三次、大学等、緊急でとっていただいてます。ただ、この

前は問題があったので。

小林部会長： 一次に来るはずの人がいろんな病院を行かずに、ちゃんと受けて

くれている。

赤崎委員： 一次で困った場合に、二次がなかなか受けてくれなかったことが

あった。しかし最終的には受けてもらいました。

小林部会長： この前までは、一次がなかったことが問題だった。

事 務 局： 消防が搬送するところがなかったということです。

末原委員： それはもうなくなったんですね。

小林部会長： 少なくとも、それはなくなりました。

事 務 局： 一次輪番ができまして、消防としてどう変わりましたか。

生駒消防さんお願いします。

影林代理委員： 生駒市は、北和地区で、西和医療圏でございますので、問題にな

る前からそれなりに一次当直を輪番でしていただいておりまして、ある

意味問題はなかったんですけれども、今回、土地柄、中南和の方も、か

なり一次当直のところもふやしていただいておりますので、消防として
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は一次搬送先、かなり改善されているのではというふうに思います。や

はり先ほどから１コマ、１カ所でということになりますと、なかなか県

内広いですので、やはりどうしても北和、中南和の搬送に関しては絶対

必要ではないかというふうに思います。

小林部会長： 少なくとも、マニュアル通りに運用していけば一次を探す必要は

なくなるはずですよね。必ず１カ所以上はあるわけですから。今現在は、

１．５カ所換算になります。奈良県にしますと。赤崎先生が言われたの

は、その後の話になりますね。一次からその後のお話ですね。では一次

輪番に関しては、少なくとも消防の方からの意見では、２カ所は必要だ

ろうということですね。ほかの外科や内科の輪番というのは、どうなっ

ているんですか。複数カ所ですね、これも。

事 務 局： 県で輪番をしていただいてますのは小児科輪番。それ以外のもの

につきましては、各市町村で一次、二次の輪番をしていただいています。

あとは三次の救急救命センターの病院になります。

小林部会長： 一次に関しては、それは市町村で実施するのですね。

事 務 局： 一次救急は産婦人科だけを県で行っています。小児は輪番体制に

より実施していますが、あくまで二次救急としてです。一時救急につい

ては小児についても各市町村で休日夜間応急診療所や在宅当番医制で実

施していただいているというのが実情でございます。この産科の一次救

急につきましても、昨年８月の事案がございましたので、一次救急では

ありますが県の主導で緊急的に実施させていただいていますが、今後市

町村と役割分担を決めて協議していく必要があると思っております。

平岡委員： 市町村は全く受けないです。私、奈良市と郡山市、生駒市を調査

させてもらいましたけれども、産婦人科救急に関しては全く関心持ちま

せん。これどういうことですか。

事 務 局： 現在は緊急避難的に県で実施していますが、役割としては、やは

り一次救急というのは市町村が担っていくものということと決まってお

りますので、本日、市町村代表からも委員さんに参加していただいてお

りますが、本来は市町村の役割ということで徐々に協議をして進めてい

きたいと、このように思っております。

平岡委員： ずっと診療所がやっているから、それ以上何をしろと言うんです

かということしか奈良医大はお答えになりませんよ。産婦人科のことに

関しては、県がやっているのかと。私らは知りませんと言うんですよ。

何度電話しても。

末原委員： 救急も含めて、個人へのサービスは市町村が行う、それが原則

なんですよ。だけどそれが動かないんですよ、はっきり言って。大阪
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で今、考えているのは、二次医療圏、出生５，０００とか１万の単位

で府や県が指導すべきです。それは市ということじゃなくて、やっぱ

り保健所なんかを中心に、例えば二次医療圏ごとの地域医療計画を立

ててもらって、ここではこれが一番いいだろうとか、そういう形で進

めていただかないといけません、やっぱり患者さんの一番利便性とい

うか、患者さんの命を守るわけですから。やっぱり全体で動かすのも、

なかなか難しいところがあるので、やっぱりその地域地域で一番いい

方法を考えていただいたらいいと思います。もっとも市町村がすべき

なんですけど、ある市町村住んだら恩恵受けられる、そうでなかった

ら恩恵受けられないというのはいかんから、やっぱり県が指導して、

保健所と協力して、そういう医療計画を立てていただくのが一番だと

思いますので。あまりそれをここで議論しても、なかなか、と思いま

す。

向井委員： 奈良市の病院課長の向井と申します。

現在、一次救急は市町村の事業ということで、奈良市には休日夜間

応急診療所があります。これは内科、小児科ということでございます。

実際、一次救急でも夜間をやっているのは三つなんですね。橿原、奈良、

生駒市ということです。市町村の事業と言われている一次救急につい

ても広域的な部分について問題があるかと思います。

私どもも休日夜間で、全国の中核市の状況を調べました。産科をやっ

ているところはほとんどないんですね。これは、もちろん医師の確保の

問題もありますし、一次と二次のその区別というんですか、これがや

はり非常に難しいということもあるのかなとと思います。県の方から

は産婦人科については一次救急ということで市としての協力の話も確か

に聞かせてもらっておりますので、それは今後、また協議をしていくべ

きだと思います。末原先生のおっしゃっていただいたように、やはり広

域的なことを考えていただかないと、単独の市町村で特に産婦人科救

急を行うのは難しいかなというのが実態かなと思います。奈良市として

は、できるだけ協力はしたいと考えていますし、ぜひ相談をしていきた

いというふうに考えております。

小林部会長： ありがとうございます。

県内の広域での連携という一次輪番という表現になっていますけれど

も、実際にふたを開けてみると一次輪番の対象とならない事例がいっぱ

いあるんです。例えば北和でやっていただいている市立奈良病院は、一

次も二次やっていただいております。。急患を診察して必要があれば手術

をしていただいております。本来なら、一次ですから、手術までをする
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必要はないんですけれども、二次と同じような業務をしていただいてお

ります。ですから、これを一次輪番と呼んでいいのかというのは、ちょ

っと疑問ですが。やはり奈良県には、周産期に関して一次、二次、三次

という分担がほとんどありませんでした。一次がやっと動きつつある。

これは絶対なくすべきではないと思います、存続しないといけないと思

います。ただ、やはり財源にしても無尽蔵にあるわけではありませんか

ら、やはり効率よく動かしていかないと、これは長続きしないと思いま

す。一方では、県民に対するサービス、アナウンス、情報提供というの

を正確にするということが必要です。さらに、そのハードとソフトをう

まく有機的に動かさないといけないので、消防の方からは、利便性等を

考えると、１カ所ではちょっと心もとないという部分もあります。そう

しますと、現在のまま継続していくということが、今後、科せられた問

題ではないかなという気がいたします。その中で、一次から二次への移

行に関しても、何らかの問題が出てくるかもしれません。おそらくどこ

でも起こっていることだとは思いますけれども。最終的には、周産期部

会では一次だけではなくて二次をどうするか、この議論のほうがもっと

大事だと思います。一次が機能しても二次が機能しなければ、現場の先

生方の努力が報われないと思いますし、逆に二次、三次、に集中しても

困ると思います。いろんな問題があります。現時点でも中南和での一次

輪番というのは、まだ５０％の充実度ですね。実際に、中南和地区で潮

田先生が経験されてみて、一次輪番のシステムとかかりつけ医の役割分

担はいかがでしょうか、かかりつけのある患者さんはかかりつけに行く

というのが前提ですよね。果たしてそうなっているんですか、あるいは

かかりつけのある患者さんも、一次輪番へ行くのですか。

潮田委員： いや、これ１例は、かかりつけ医もある、受診されている妊婦さ

んだったんですよ。それで、どうも内科疾患、虫垂炎か腸炎みたいなの

にかかられて、妊娠しているんでというので、そのかかりつけの先生の

ところに連絡すると、産婦人科では虫垂炎か腸炎は診れないということ

で断られたんで、わざわざその近くの内科の先生に聞いて、私のところ

は吉野ですんで、車でかなり遠くまでわざわざ来られたんです。ただね、

地理的なことを言いますと、私ところは吉野ですけれども、高田とか橿

原の人が吉野まで来てもらうのは、非常に申しわけないというか遠過ぎ

ますね。それで、こういうことが吉野の人だったらいいんですけど、そ

れだったらこんなに数がないですし。場所的に橿原、せいぜい高田、御

所、そのあたりに限定された方がいいのではないかなと思います。そう

でないと、ちょっと。やらせてはいただきますが、患者さんに申し訳な
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い。

小林部会長： 患者さんの利便性も損なわれるということですか。

潮田委員： はい、損なわれるということで。

小林部会長： 一次輪番をするなら、中南和では、やはり橿原、桜井、高田とか

そのへんが適当ということですね。

赤崎委員： さっきおっしゃってましたかかりつけ医はどうかということです

けれども、かかりつけ医を持っておられる方は、必ずそこに連絡をとっ

て行きなさいという前提です。ただ、私が受けた場合は、大阪にその主

治医がおりまして、仕方なく診察をしたことがございました。

小林部会長： その辺というのは把握できるんですか。あのとき模式図をつくり

ましたね。一次輪番と、かかりつけ医の役割分担の表です。かかりつ

け医がある場合とかかりつけ医がない場合ですね。。

今、いただいた資料で、ちょっと僕もまだ全然目を通してないんです

が、これの一次輪番がスタートするときには、かかりつけがある場合に

はかかりつけに行きましょうというのをアピールしているはずなので、

一次輪番をされている先生は、かかりつけへ行きなさいと、まずアナウ

ンスするわけですね。現実的には、これだけたくさんかかりつけ医があ

る患者も来ていますね。

赤崎委員： 連絡がとれない。

小林部会長： かかりつけ医に連絡がとれないということですか。かかりつけ医

がいないのと同じですね。それは問題でしょう。本来の姿ではありませ

んね、これは。現実的にはかかりつけ医がいても夜間は、留守番電話に

なっているとか、そういうことですか。

影林代理委員： 今、お話の中で、逆のケースということで、妊婦の方なんですけ

れども、気管支ぜんそくといいますか、そのような発作があったので、

内科系の病院を教えてほしいというふうな問い合わせがありまして、そ

の辺のところを紹介をさせていただいたんですけれども、病院の方で妊

婦さんは診れないということになってしまいます。それで、今までかか

りつけに相談していただいて内科に行くのか、産科の方に来ていただく

かという話になればいいんですけれども、その辺のところは。

赤崎委員： 我々の常識としまして、妊婦さんの合併症ございましたら、とり

あえず妊婦さんは産婦人科の主治医に相談して、産婦人科の主治医が紹

介すると。それが通常の常識だと思います。

影林代理委員： ただ、その問い合わせされた方は、消防の方へ問い合わせのあっ

たときには、そういうところはお話になってなかったということもある

んですけれども、病院でいろいろ聞かれている中で、実は妊娠している
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というふうな状況だったみたいなんですけれども。それで、結局その後、

断られたままで、それ以後、紹介がなかったんですけれども。

平岡委員： それは産婦人科のない病院ですか。

影林代理委員： 妊娠はしているけれども、自分の症状としては内科系のところで

診ていただいたらいいんじゃないかというふうに患者さんが判断して、

単に内科系に診てもらえるところを紹介してほしいということでかかっ

てきたと。

小林部会長： その紹介した先の病院は産婦人科がないとこですか。

影林代理委員： はい。

平岡委員： それは先ほど赤崎委員が申しましたように、まず産婦人科の主治

医がいます、かかりつけ医が。それがぜんそくの治療となりますと、か

なり複雑になってきますので、やはり呼吸器科の内科だけでは無理で、

呼吸器の専門医がやはり必要となりますので、やはりそこで妊娠してい

るけど診てもらいたいと言う、そう言えば診てくれますので、それはち

ゃんとやりますので。だから、消防の方が呼吸器を探すとか、最初に約

束事を守っていただきたいと思いますね。

影林代理委員： 消防の方では全然把握してなかって、患者さんが病院に問い合わ

せされたときに、私は妊娠していると言うと診てもらえないということ

を思ったのかどうか判りません。

平岡委員： その場合も医師会の方に、妊婦さんであってもぜんそくであれば

ぜんそくの方が重点になりますので、呼吸器科医が診ますというふうに、

だんだんそういうふうに医師会でそういうふうに話し合いが進んでおり

ますので。

影林代理委員： それはそのようにしていただくようにお話もさせていただきまし

たし、とりあえずかかっておられるところの産科の方に問い合わせをく

ださいと。

小林部会長： いろんなケースがあるみたいですけれども、すみません、もう一

度整理します。

かかりつけのある患者さん、かかりつけ医がある場合は、かかりつけ

医が夜間を診るということになってますね。ところがそれが守られてい

ないということですか。

平岡委員： 基本的には守っております。ですが、かかりつけ医によっては、

お産は扱ってない施設は電話しても電話が全く通じない、そういうふう

なケースが結構あります。妊婦健診だけやってて分娩は扱わないという

医院がありますので、それが結局、夜電話しても全然通じないというこ

とで、それで妊婦さんは１１９番すると。そこでまた混乱が生じるとい
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うことになっております。

小林部会長： 分娩を扱う開業の先生は診ているんですね。

平岡委員： 分娩を扱う開業の先生は、まずとりあえず診てます。自分はぜん

そくが専門ではなく、産婦人科医でありますが、まず診ます。その上で、

これはぜんそくであろうということであったら、呼吸器科医が当直して

いる病院を探します。

小林部会長： そうすると、かかりつけ医があるということを二つに分けないと

いけないということですね。

平岡委員： はい、そうです。

小林部会長： それは前回の会議のときには、そういう御議論が全くなかったの

で、かかりつけ医があればかかりつけ医に行くということで、先生方の

賛同をいただいたんです。それでは修正しないとだめですね、そうする

と。つまり、お産を扱っていない先生は昼間しか診ないということです

ね。

平岡委員： 残念ながら、やっぱり夜間は電話しても通じない方が多いですね。

小林部会長： それは医師としてのモラルの問題ですか？そこに住んでいないん

ですか。

平岡委員： 患者さん用の携帯を別に持ってもらいたいということまで指導し

ておりますが、夜間はとにかく、例えば病院に行けとか、そういうこと

を勝手に患者さんに言うと。私らにとっても、私らはそんなこと頼まれ

たわけではないので、突然、患者さんがやってきて、なぜ診てくれない

と言って、当直医が非常に怒られるというふうな現象が起こっておりま

す。これはやはりモラルの問題だと思います。あるいは事前に、たとえ

夜は分娩を扱ってなくても、患者さんの相談は一応受けて、その先生が

県立奈良病院の内科に電話して、今からこういう患者を送るから診てほ

しいと、その交渉はしていただきたいと思います。

小林部会長： そうですね。少なくとも、やはりかかりつけ医ですからね。患者

からの相談に関しては、やっぱり答えないといけないですね。かかりつ

け医でも夜は診ない医師がいると、診ない方が得ということになってし

まいますね。

平岡委員： 妊婦さんにとっては、もう途方に暮れるというか。

小林部会長： そうですね。その辺は、やはりこういうところでちゃんと試案を

つくって、強制はできませんけれども、ある程度指導はしなきゃいかん

ですよね。みんなで頑張っているわけですから。

平岡委員： 医師会の中でも指導する必要があろうかと思います。

小林部会長： そういう認識はあまりありませんでした。
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潮田委員： ビルなんかで開業されている先生だったら、物理的に夜間とか土

日に入れない。

小林部会長： 患者からの連絡は受けれますよね。

潮田委員： 転送して受けれますけれども、それで１年３６５日、オンコール

になるのはたまらないという若い先生、結構多いんじゃないですか、今。

小林部会長： ただ、それを大学や市中病院に押しつけているのでおかしくなっ

ているわけですよね。それみんなで分担しないといけないというのが建

て前だと思いますが。

潮田委員： ですので、いわゆるオンコールを受ける、まあ、輪番は診るんで

しょうけれども、電話相談は、順番みたいなものをつくった方がいいの

かもしれない。いわゆる診療所がビル開業で、夜間と休日は診れない先

生だけ別に集まっていただいて、この日とこの日は電話を受けてくださ

いというのをすべきじゃないかなと。そこまでやるとおかしくなるかも。

だから、一次輪番とうまく組み合わせて、一次輪番あるときはそこに電

話をしてもらっていいですけれども、ないときは考えないといけない。

小林部会長： 一次輪番をやっているときは、かかりつけが診なくてもいいとい

うふうにおっしゃるんですか。

潮田委員： いえいえ。かかりつけ医に連絡がつかないときは一次輪番へ電話

するわけです。

小林部会長： そしたら、だれも夜診なくなりませんか。結局患者は、一次輪番

へいかざるを得なくなってしまう。

潮田委員： 一次輪番は必ず診るわけですから。

小林部会長： 方法論はいろいろあっていいと思うんです。例えば私が経験し

てきた地区では、開業されている先生には、お産を扱う先生も扱ってい

ない先生もいますので、近隣の開業医数人でグループをつくってまし

た。お互いの先生が協力してローテーションして患者を診ているとい

うのは経験してきました。そうしないとかかりつけ医がいても、夜電

話に出なくていいというふうになってしまうと、患者はみんな一次輪

番に行っちゃわないでしょうか。それでいいということであれば、そ

ういうことになるのかもしれないですけれども。

潮田委員： 出れる先生は出たらいいと思うんですよ。ただ、そこまで強制で

きるのかなと思います。モラルの問題でしょうけれども。

小林部会長： これは強制ですかね。

潮田委員： 医師として当たり前のことですけれども、こんなこと言ったらあ

れですけれども、忙しいこともありますでしょうけれども。

小林部会長： 皆さん忙しいと思いますよ。
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赤崎委員： 今ですね、産科のことだけのかかりつけ医でお話されてますけれ

ども、全科そうですね。在宅医療、老人の方がですね…

小林部会長： それ奈良県の話ですか。

赤崎委員： いやいや、全国の全科です。在宅医療という名のもとに主治医が

いるわけですけれども、いざ救急のときに連絡がとれない患者さんが１

１９番通報をされて、救急病院にいきなり運ばれる。受けた側はどたば

たして、それまでの経過治療がわからない。で、とりあえず一時的な治

療をされるというところを、私は目の当たりにたくさん経験しておりま

す。本来は、もとに戻りますけれども、産科、かかりつけ医ですけれど

も、少なくとも連絡はとれるような状況にしていただいて、直接診療し

ないけども、その先生が診ておられますから、何か異常が起こる可能性

があるならば、少しでも把握されてますので、その先生が紹介先の病院

に、こういう患者がいるからお願いしますというのが、本当にそれで具

体的な最小限の運びじゃないでしょうか。

小林部会長： 現実的には、それがなされていないんですね。

赤崎委員： おっしゃるとおりです。

小林部会長： いろいろ予想しなかったことが明らかになってきました。私は、

かかりつけ医はみんないつでも診てくれるものと思ってましたが、現

実はそうではないのですね。これは産婦人科医会の方で調整しないと

いけないですね。

潮田委員： 少なくとも、産婦人科の医師は、我々産院の医師は、そういうふ

うに診るのが当たり前ということは教育されましたけれども、こんなこ

と言いたくないですけれども、他科の先生も含めて、結局、若い年代の

先生は、いわゆる電話も出られない方が、そういうのが嫌だというか、

解放されたいということをおっしゃる先生も結構多い。だから、ドクタ

ーの方も考え方が変わってきているんじゃないかと、私は思います。

小林部会長： それは勤務医も含めてですか。

潮田委員： 勤務医も開業の先生も。同じだと思いますが、これと関係ないで

すけども。我々は言われて当然だと思ってますけれども、あんまりむち

ゃくちゃに、この年になって気づくことですけれども、あんまり電話を

持っているのは苦痛にはならなかったですけれども、今の若い先生は、

そういうことが結構ある。責めるわけじゃないですけれども、あると思

います。

小林部会長： すると、どこから整理していったらいいのかな。まず、産婦人

科医会の中で、意識を統一しなきゃならないですね、これに関しては。

平岡委員： そのとおりだと思います。
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小林部会長： かかりつけ医はかかりつけ患者をみるという前提のもとで話を

進めてきましたが、その前提がなかなか思うようにいっていないとい

うことが判明しました。

林 委 員： よろしいですか。今の話、もっとひどい話もあるんですよ。陣痛

が来たときに、お産引き受けている先生のところに連絡がつかないので、

天理よろずはどうだというふうなことが年に何回かあります。そこでお

産引き受けてもらわな、どこも生むところがないというふうなことで、

年に数件引き受けております。ですから、今はお産引き受けられないか

ら連絡がつかないんじゃなくて、実際に引き受けてても連絡がつかない

と、ドクターがつかまらないというような、だれとは、どことは言いま

せんけれども、実際にあるわけです。そんなとき我々逃げ場がないので、

しょうがないから引き受けておりますけれども。そういうことも現実に

あるんですね。ですから、患者さんの、やっぱりでたらめな患者さんも

いますけれども、ドクターもやっぱり反省すべきところは幾つかあるん

じゃないかと思います。

小林部会長： 平岡先生、何かありますか。

平岡委員： 時間がありませんけども。やはり未受診の妊婦さんで、引き受け

ていただけない、未受診の妊婦さんで陣痛が始まっていて、外科の先生

は診ていただいたんですけれども、もうお産が始まっているからといっ

て、分娩を県立奈良病院で引き受けてくれて、こっちへ電話をしてきて、

そちらの産婦人科医呼び出したらどうですかと言うたら、それもそうで

すねって、そっちでやってもらいましたけれども。しかし、後で考えて

みましたら、未受診の妊婦さんはお金を払いません。そういう意味で、

お金を払わない人は受けないというふうに最初から前提があります。こ

れは県が枠をはめております。ですから他の病院は受けない。だから、

後から冷静になってみたら、それもそうかなと私思いまして、半分ちょ

っと申しわけない気がしました。そういう実例もあります。

赤崎委員： ちょっと正直に話して申しわけないんですけれども、基本方針の

理念に基づきまして、この以前からの会で基本構想ができて、それで実

施されていることもあって、資料にもたくさん載ってますけれども、私

は一応、分娩を取り扱っている開業医の代表として、ちょっと現場で起

こっている問題をちょっとお話しします。といいますのは、妊婦の公費

負担の問題、これ数字であげてみますと、回数がふえたのでよかったな

というような感覚を受けますけれども、現実は見切り発車と、この４月

から。要は市町村から実際の医療機関に何の連絡もなく、どういうふう

に、その市町村のそれぞれのパターンがありますので、そういう変化の
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報告もなく、いきなり見切り発車ということで、非常に混乱しておりま

す。私の立場としましては、私は末梢の診療から、実は受付事務のとこ

ろまで皆把握できるコンパクトのところですので、すべてわかるわけで

すけれども、大学でもその問題が起こっていると聞いております。すな

わち何がどうかといいますと、事前に報告、いわゆる交付に関しまして

変更しますという報告、奈良県内では２市１町のみが事前に広報をくれ

ました。あとは全くなしです。それから、いわゆる無料の健診受診票で、

わからないことがあって問い合わせを、県の医師会にしますと市町村に、

市町村に問い合わせますと県の医師会にというような、そういうことで

前に進まない。それで、何が問題かといいますと、実は中身の検査項目

が市町村によってばらばらであるということ。それからパターンが市町

村によってばらばらであるということ。それを我々、診療だけしてます

と、全く通り過ぎていきますけれども、実は精算するときに事務がすご

く混乱していると。その混乱していることが、また我々に返ってくる。

一体これどうなっているのかと。それで、ある自治体では、検査項目が

抜けているのに、それはすべきだというようなことを言っている自治体

もあります。名前は出しませんけれども。極めて不誠実で、どんな市民

に医療提供しているのかというような自治体もあります。したがいまし

て、一つ問題なのは、県が実施するということを発せられたときに、い

わゆる形、フォームを各自治体に話をされましたと思いますけれども、

あとはそれぞれお任せしますというところなんでしょうけれども、実は

はっきり言って医療機関、いろんなところから来られますから、それぞ

れのパターンが違いますと、本当に混乱のもとをつくってもらっている

ようなことになります。したがって、希望としましては、もう県下統一、

一式で、いわゆる補助の額も、今、算定の仕方はいろいろあって、１０

円単位まで書いてますけれども、もう何千円何千円、そういうパターン

でいいかなと。市町村によりましては、その補助をする紙の内容のパタ

ーンが全くわかってない市町村もあると。私のところで全市町村を調査

しました。そういうところもあります。したがって、県が主導というよ

りも、県がパターンを決めていただいて、額も決めていただいて、こう

するんだということを市町村に押しつけていただいて実施していただけ

れば、全く問題ない。現場で起こっている問題というのはものすごく大

きいです、これは。おそらく実感がないですから。我々はものすごく困

っています。大学でも担当の診察のドクターが、事務で患者さんが文句

を言われて、それからまたドクターに戻ってきて、それで診療しようと

しているというようなことがあったりしましたので、それが１点。
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もう一つは、いわゆる保護世帯に対する初回の妊婦に関する診療費

の補助。これは２回するということで決められましたけれども、あとの

問題ですね。それは結構なんですけれども、じゃあその方が妊娠を継続

されて分娩されるのなら、あとの費用はだれがもつのか。それから、そ

の方が３カ月までに中絶されるのなら、その費用はだれがもつのか。中

期の中絶なんてだれがもつのか。そういうことを考えますと、今までの

経験からいいますと、これは医療機関任せというところで、そういう方

はお金払いません。それで、我々は福祉に電話をするとどうなるかとい

いますと、いわゆる保険点数を実費に換算した額しか払っていただけな

い。ということは自費診療、中絶は自費診療ですし、ということになり

ますと、すごく安価な診療費でせざるを得ないというようなことが起こ

ってます。これも初診の妊娠かどうかという２回の、いわゆる補助はさ

れて、妊娠とわかれば、そのあとの、いわゆる経過、分娩に至る、中絶

に至るその結末まで、どういうふうに医療費ですね、補助をしていくの

か、いただけるのかということをだれが支払うとか、額を決めていただ

きたい。もうすごく混乱が起こってます。そういうところをお願いした

いです。

小林部会長： 昨年から大学の方からいろんな情報を提供していると思いま

す。周産期奈良県統一カルテとか、そういうことに向けて、今いろい

ろ進めています。確かに行政もそうですね。丸投げではいけない。我

々もやはりもっと協力しないといけないところはたくさんあると思いま

す。本日、本来は、こういう話をするための協議会ではないと思うん

ですね。性善説で今まで話してきたことが、今日の話で根底から崩れま

した。今まで産婦人科協議会の中で、全くこういう話が出ませんでし

た。かかりつけ医の話もそうですし、一次輪番もそうですけれども、

性善説で構築をしてきましたが、その根底が今日のお話で崩れている

ことがわかりました。もう一度整理してみます。医療を提供する側も、

勉強しないといけないこともありますが、もうちょっと行政と密接に連携して

いかないといけない。うまく運用していかないと一次、二次、三次の

話も不十分で終わってしまいかねません。本日は、コーディネーター

の話とか、いろんな周産期医療提供体制の二次輪番をどうするかというよう

なことを考えていたんですけれども、その話も全くできませんでしたので、近いう

ちに２回目を開催します。もう一度、問題を洗い直します。今までの

私の頭の中にはなかった問題がいろいろ出てきましたので、そのあたり

を洗い出した上で整理をして、この次にはその資料を用意します。行

政の方も３回目の医療審議会で決定したフローチャートを持参してく
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ださい。かかりつけの患者さんの問題、それから先ほど末原先生があ

げられたような問題のことに関しても、全部資料を一度持ってきてい

ただいて審議しましょう。考え方の土台が今回、崩れかけましたので、

このままではかかりつけ医もうまくいかないような気がします。もう

やめたという医者がいれば、当然、一次輪番、二次でみるわけですか

ら、そういうことになると、非常に問題なので、１回再確認したいと思

います。

申しわけございません。もう本当に時間がきてしまいまして、今回の審議

は、あまりいい情報提供にもならなかったですね。いろんな新しい情

報が入ったということは、それなりに私たちもいろいろ考える根拠の

ふえた思いますが、次回はもう少し整理をして、わかりやすく進めて

いきたいと思います。本日は私の不手際で時間がオーバーしてしまい

申しわけございませんでした。

高橋委員： 末原先生が先ほどちょっと言われた今後の見通しですね、奈良県

周産期をどうしていくかという中で、県立奈良病院の今後の方向づけで

す。奈良医大は総合周産期母子医療センターとして公表されていますの

で、県民は行くと思うんですけれども、県立奈良病院がきちんと動いて

こそ体制として動くんで、その辺をちょっとできたら次のときでいいで

すけれども、こういう資料的なものをいただければ、いわゆる総合周産

期の活動なんかの地域周産期をどうしていくかというような回答を、次

回までにちょっと県で用意してもらいたい。

小林部会長： 前回ＭＦＩＣＵの狭義と広義、ＮＩＣＵの狭義と広義の絵を出し

てもらっていると思いますが。

平岡委員： 一つだけ。今日、末原先生が来られてますので、何度も来ていた

だくわけにはいかないと思いますので、ちょっと一つだけお願いしたん

ですけれども。周産期医療システムの整備というふうな、厚労省医政局

長平成１８年に出ているのは御存じですね。そのときに、容認診療所及

び助産所というふうになっております。助産所も県の方からしたら、一

応一つの医療機関というふうに判断されてますね。そのときに搬送とし

て、末原先生にちょっと教えていただきたいんですけれども、助産所で

やはり問題が起こったときに、以前は嘱託医を通すということでしたけ

れども、直接送っていただいた方がいいというふうに、末原先生は大阪

府でいろいろおっしゃってるんですけれども、そうすると母体搬送の用

紙を助産所の方が直接使って、それで私どもの方に送ってくるという、

その方がいいというわけなんですか。末原先生、ちょっとそこを教えて
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いただきたいんですけれども。

末原委員： 先生おっしゃるとおりです。請求があれば直接紹介用紙を助産

所に配ってます。もちろん原則としては嘱託医、今はまた連携医療機関

になってますけれども、そことうまく連携していただいたらいいんで

すけれども。産婦人科医会の先生方にアンケートをとったり、受け入

れ病院のアンケートをとったりして、それでもやっぱりなかなかむつ

かしいというのは実態が伴ってないというので、緊急の場合には直接

連絡を入れていただいたら受けますということで、平成１１年にＯＧ

ＣＳ見解というのを出して、今は診療所も病院も助産所も同じように

扱っています。ただ、助産所だから必ずとってくれと言われても、そ

れは一般の診療所、病院と同じようにしかるべき病院に回したり、遠方

へ搬送したりということはありますけれども。

平岡委員： それから、奈良県の方としては、嘱託医というのは、必ずしも開

業医じゃなくて、病院の勤務医も嘱託医になり得るということは御存じ

ですか。

それから、もう一つお尋ねしたいんですけれども、助産所でお薬を使

う場合に薬事法が改正されまして、緊急の場合は、これ消防の方も一緒

だと思うんですけれども、救急隊員も現場で薬を使うことが起こります

ので、あらかじめ包括指示書ですか、それをつくっていただいて、医療

機関と交渉して契約を成立すれば、薬局から薬剤をあらかじめ購入して

維持しておく。もちろん管理する責任はありますけれども、そのことは

政府としては御存じですか。それで、それを県庁としてちゃんと理解し

ていただいて、なおかつ医師会の方でもちゃんとそれを理解して、みん

ながやはりそれを共通の理解をしないと、どうにもやはり現場の方に問

題があります。相変わらず嘱託医通さんというのは、助産所はけしから

んとか、そういう医師はやはり存在しますので、そこのところが県の方

は、こういう搬送体制を整備するためには、そういうふうな意識改革が

必要ですので。よろしいですか、厚生労働省から通知が出ているという

のは、全部把握されていますね。末原先生、それでいいですね。大阪府

の方も、やはりいろいろあると思います。件数も多いですので。

末原委員： 個々の先生には理解の差はありますけれども、先生おっしゃると

おりです。

平岡委員： ありがとうございます。

小林部会長： 本題に関する議題について事前に私の方から先生方にメールしま

す。今回こういうテーマで話しますので、これについて御意見をまずいただ

くようにします。何度かメールでやって整理しないと、今回のやり方
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だと、何も結論までいかないような気がします。あっちが悪い、こっ

ちが悪い、じゃあどうしようということに堂々めぐりしているだけな

んですよね。だから、やはりこれは産婦人科医会の理解の中でしっかり

と意思統一をする必要がある。そして、県もその意思統一をしたもの

をバックアップするようなシステムをつくる。お互いに連携する、消

防とも連携する。それについて行政では、これをやるためには年間こ

れくらいお金がかかりますよということまで、やっぱり含めてお互いに

議論を進めていかないと、あそこが悪いここが悪いだけの話で終わっ

てしまったら、何も進まない。次回は、こちらから資料を準備して先

生方のところに配付いたします。それで意見を事前に伺います。それについ

てある程度まとまったところで話をしたいというふうに考えております。

最後に、吉田先生から。

吉田会長： 皆さん、どうも本日はありがとうございました。今、部会長がお

っしゃったとおりでございますけれども、あそこが悪いここが悪いとい

ろんなことを、最初は出していただいて、よい方向に導いていただきた

い、最終的にこれは来年度の予算に関係しておりますし、実際少しでも

県の医療を良くするためには予算も必要でございますから、それのまと

めをしていただいたらということで、私は、本日は出席をさせていただ

きました。、いろんな部会に出ましたけれども、正直申しまして、この部

会が最も私にとっては勉強になりました。ありがとうございました。正

直な話でございまして、実はなぜかとさっきから考えてみますと、現場

の本当の生の声をそのままこの場で拝聴することができたということは、

非常に大きいと思います。現場の問題、実態を抜きにして、こういうふ

うな問題の解決はないと思います。大変勉強になりました。

いろいろなことをおっしゃっても、その中で大変本質に迫るものが

ございまして。例えばデータの開示の問題ですけれども、これももっと

基本的にいろいろなものを考えてデータを開示すべきであろうし、それ

から広報の問題ですけれども、ホームページに載っているからというこ

とで解決するような問題ではなくて、いかに県民がみんなこれを知って

いるかということの方が問題でありまして、それが徹底してなかったら、

いくらホームページに載せても何もならないというふうに私は思いまし

た。

それから、もう一つ言うと、今までみんな努力してきて、これだけの

ことが改善できたと。したがって、これだけの成果が上がったという数

字がちゃんと出るような、そういうことが、どなたかおっしゃってまし

た輪番制をずっと続けていくためにも、ぜひ必要なことでございます。
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したがって、非常に正しい正確なデータをこれからも集めるように努力

していただきたいと思います。

もう一つ、本質的な問題として、市町村と県の問題がありました。こ

れは本当に大事な問題で、同時に大変難しい。それぞれ総論的なことは

出るでしょうけれども、確論としては、それぞれの市町村長には、いろ

んな方もいらっしゃる。これは私が言うことじゃなくて知事が言うこと

だと思いますけれども、かなり難しいことは事実です。しかし、これも

大変本質的な問題で、奈良県にとって重要な問題を御指摘いただいたと

思います。

それから最後に、かかりつけ医の問題が出ましたけれども、これ日本

医師会の方であるとき講義を依頼されまして、かかりつけ医にも関連し

た一つの臨床研修の委員会でいろいろ議論をいたしましたけれども、か

かりつけ医というのは大変すばらしい制度とは思いますけれども、その

制度ができたら、すべてかかりつけ医がうまく運用されているというこ

とじゃないなということも本日わかりました。その質をいかに高めるか

ということも感じました。

もう一度申し上げますけれども、どうか県の医療をよくするために、

ここでいろいろな御議論を十分にいただいて、秋ごろまでに、来年こう

いう県の医療をよくするためには、こういった予算的な裏づけが必要で

あるということをきちっと出していただくようにお願い申し上げます。

本日は本当にありがとうございました。

小林部会長： 本当に申しわけございません。今日せっかく出席していただき

ながら、一言もお話いただけなかった方もお見えになりますので、こ

の次からは、もう少しコンパクトに議論を進めていきたいというふう

に思います

樋口委員： ちょっとよろしいですか。実は手続的な話なんですが、会議の予

定をもうちょっと早く教えていただきたい。前回もそうですし、今回も

１週間くらいしか余裕がなくて、当院の小畑も予定手術がどうしても動

かせないということで欠席になってます。基本的には一月前にはいただ

かないと、病院関係者は非常に大変なことになりますので、よろしくお

願いします。

小林部会長： 今、決めてもいいんじゃないですか。

樋口委員： 先ほどメール話が出たので、どうなのかなと思ったんですが、き

めていただけるのだったら助かります。

小林部会長： そうですね。１カ月後にやっぱりやりますね。

事 務 局： その予定でおりますので、またメール等で予定をお伺いさせてい
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ただいて、連絡いただきたいと思っております。

小林部会長： じゃあ、どうも本日はありがとうございました。

以 上


